
高 年 齢 求 職 者 給 付 金  

（高 年 齢 継 続 被 保 険 者 の求 職 者 給 付 ） 

１ 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 （法 第 37 条 の２第 １項 ） 

 被 保 険 者 で あ っ て 、同 一 の 事 業 主 の 適 用 事 業 に 65 歳 に達 した日 の前 日

か ら 引 き 続 い て 65 歳 に 達 し た 日 以 後 の 日 に お い て 雇 用 さ れ て い る も の

（ 短 期 雇 用 特 例 被 保 険 者 及 び日 雇 労 働 被 保 険 者 を除 く。 以 下 「 高 年 齢 継

続 被 保 険 者 」 と い う 。） が 失 業 し た 場 合 に は 、 高 年 齢 求 職 者 給 付 金 を 支

給 す る 。  

 

「 65 歳 に 達 し た 日 」 と は 、 65 歳 の 誕 生 日 の 前 日 を い う 。  

＊  高 年 齢 継 続 被 保 険 者 に 係 る 求 職 者 給 付 は 、 高 年 齢 求 職 者 給 付 金 の み で

あ り 、高 年 齢 継 続 被 保 険 者 が 失 業 し た 場 合 、基 本 手 当 、技 能 習 得 手 当 、

寄 宿 手 当 及 び 傷 病 手 当 は い ず れ も 支 給 さ れ な い 。  

 

２ 高 年 齢 求 職 者 給 付 金 （法 第 37 条 の２～第 37 条 の５） 

１．高 年 齢 受 給 資 格 （法 第 37 条 の３第 １項 ） 

 高 年 齢 求 職 者 給 付 金 は 、高 年 齢 継 続 被 保 険 者 が 失 業 し た 場 合 に お い て 、

離 職 の日 以 前 １年 間 （ 当 該 期 間 に 疾 病 、 負 傷 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め

る 理 由 に よ り 引 き 続 き 30 日 以 上 賃 金 の 支 払 を 受 け る こ と が で き な か っ

た 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 で あ る 被 保 険 者 に つ い て は 、当 該 理 由 に よ り 賃 金

の 支 払 を 受 け る こ と が で き な か っ た 日 数 を １ 年 に 加 算 し た 期 間（ そ の 期

間 が ４ 年 を 超 え る と き は 、 ４ 年 間 ）） に 、 被 保 険 者 期 間 が 通 算 して６箇 月

以 上 で あ っ た と き に 、 支 給 す る 。  

 

高 年 齢 求 職 者 給 付 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 資 格 を 高 年 齢 受 給

資 格 と い い 、 こ の 資 格 を 有 す る 者 を 高 年 齢 受 給 資 格 者 と い う が 、 本 条 は

こ の 高 年 齢 受 給 資 格 の 要 件 に つ い て 規 定 し た も の で あ る 。  

 

２．失 業 の認 定 （法 第 37 条 の４第 ４項 、則 第 65 条 の５） 

 高 年 齢 求 職 者 給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 高 年 齢 受 給 資 格 者 は 、 離

職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １年 を経 過 する日 ま で に 、管 轄 公 共 職 業 安 定 所

に 出 頭 し 、 求 職 の申 込 みを し た 上 、 失 業 していることに つ い て の 認 定 を 受

け な け れ ば な ら な い 。  

 




